
 

社会福祉法人三島市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程 

制定 平成 13 年 6 月 1 日 
改正 平成 15 年 4 月 1 日 

平成 25 年 5 月 28 日 
平成 29 年 3 月 28 日 

平成 29 年 3 月 28 日 

平成 29 年 6 月 28 日 

令和 3 年 3月 26 日 

 

(趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人三島市社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款第１

０条及び第２５条の規定に基づき、役員等の報酬等に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 (役員等) 

第２条 この規程において、役員等とは、理事、監事及び評議員をいう。 

(勤務する日) 

第３条 会長の勤務する日は、週３日を目安とする。 

(報酬) 

第４条 役員等には、勤務形態に応じて次のとおり報酬を支給する。 

(1) 会長に、別表１により報酬を支給する。 

(2) 監事のうち、財務管理について識見を有する者として選出された公認会計士又は税理

士の資格を持つ者に、別表１により報酬を支給する。 

(3) 前各号に掲げる者以外の理事、監事及び評議員には、報酬を支給しないものとする。 

(調整措置) 

第５条 報酬の支給を受ける会長の本会理事会及び評議員会等への出席時の旅費については、

本会役職員等の旅費に関する規程（平成１５年４月１日制定）第２条第２項の規定にかか

わらず支給しない。 

(支給方法) 

第６条 報酬の支給方法は、別表１による。 

(公表) 

第７条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬等

の支給の基準として公表するものとする。 

 (改廃) 

第８条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 (補則) 

第９条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 



 

   附 則 

 この規程は、平成２５年５月２８日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和３年３月２６日から施行する。 

 

 

別表１ 役員の報酬 

役職名 報酬の額 支給時期 支給の手段 

会 長 月額 50,000円 職員給与支給日 銀行振込 

監 事 年額 50,000円 定時評議員会開催翌月の職員給与支給日 銀行振込 

  ただし、監事が任期途中で交代した場合には月割りとし、１月 4,160 円を交代翌月の職

員給与支給日に支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


